
　確定申告とは、１月１日から１２月３１日までの１年間の所得と、それに対する税金を自分で正しく計算し、

納税する制度のことです。

　確定申告には、税金を納める場合と、戻してもらう場合（還付）の２つのケースがあり、事業を経営する

人のほかに、サラリーマンや年金の受給者なども対象になることがあります。ご自分で確定申告をする必要

があるかないかを確かめ、申告が必要な人は、早めに準備をお願いします。

【所得税の問合せ　岡崎税務署　☎58-6511】

確定申告作成会場
と　き　2月16日(火) ～ 3月15日(月)　＊土・日曜日は除きます。

ただし、2月21日(日)と2月28日(日)は行います。
ところ　岡崎税務署　岡崎合同庁舎　岡崎市羽根町北乾地50－1
時　間　午前９時～午後５時　＊ただし、会場の混雑状況により

案内を早めに終了する場合があります。
問合せ　岡崎税務署　☎58－6511

＊税務署では、電話受付を自動音声により案内しており
ます。所得税、消費税の確定申告ならびに贈与税の申
告に関するご相談の場合は「０」を選択してください。

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
で
簡
単
に

確
定
申
告
を
し
よ
う

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
（http://w

w
w
.nta.go.jp/

）
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て
い
た
だ
く
と
、
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
用
の
申

告
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
宅
か
ら
電
子
申
告
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
プ
リ
ン
タ
を
使
っ
て
印
刷
し
た
も
の
を

税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
）。

　

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
行
う
と
次
の
よ
う
な

利
点
が
あ
り
ま
す
。

①
最
高
５
，
０
０
０
円
の
税
額
控
除

　

平
成
21
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を
本
人
の
電
子
署
名
お

よ
び
電
子
証
明
書
を
付
け
て
行
う
と
、
最
高
５
，
０
０
０
円
の

税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

＊
た
だ
し
、
平
成
20
年
分
以
前
の
確
定
申
告
で
控
除
の
適
用

を
受
け
た
人
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

②
添
付
書
類
の
提
出
省
略

　

医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
な
ど
は
、
そ
の
記
載
内
容

を
入
力
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
提
出
ま
た
は
提
示
を
省

略
で
き
ま
す
（
た
だ
し
、
確
定
申
告
期
間
か
ら
３
年
間
、
書
類

の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

③
還
付
金
が
ス
ピ
ー
テ
ィ
ー

　

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ
た
還
付
申
告
書
は
早
期
処
理
さ
れ

ま
す
（
３
週
間
程
度
に
短
縮
）。

④
24
時
間
受
付

　

所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
に
は
、
24
時
間
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
の
利

用
が
可
能
で
す
。

　

な
お
、
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
場
合
は
、
開
始
届
出
書
の

提
出
、電
子
証
明
書
の
取
得（
手
数
料
が
必
要
で
す
。）Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
購
入
な
ど
の
事
前
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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給
与
所
得
者
や
年
金
収
入
の
人
で
、
確
定
申
告
の
必

要
が
な
い
人
で
も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
が
還

付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
所
得
税
の
確
定
申
告
を

 

す
る
と
税
金
が
戻
る
人
】

①
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
、マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築
、

購
入
、
ま
た
は
増
改
築
し
た
人

②
医
療
費
の
支
払
い
が
多
額
な
人

③
災
害
や
盗
難
に
遭
っ
た
人

④
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し
て
な
い
た
め
に
年
末

調
整
を
受
け
て
い
な
い
人

⑤
年
末
調
整
で
控
除
の
手
続
き
を
忘
れ
た
人

◆
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
場
合

・	

各
種
所
得
の
金
額
の
合
計
額
が
、
基
礎
控
除
・
配
偶

者
控
除
な
ど
の
各
種
控
除
の
合
計
額
よ
り
多
い
人

◆
給
与
所
得
が
あ
る
場
合

・	

給
与
の
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

・	

給
与
所
得
お
よ
び
退
職
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円

を
超
え
る
人

・	

２
カ
所
以
上
の
勤
務
先
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人

○
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
な
ど
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
右
記
に
当
て
は

ま
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
確
定
申
告
が
必
要
で

す
。

【
所
得
税
の
確
定

 
申
告
が
必
要
な
人
】

【
確
定
申
告
に
必
要
な
も
の
】

■
確
定
申
告
書（
郵
送
さ
れ
た
人
の
み
）、収
支
内
訳
書（
事

業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
の
あ
る
場
合
）

＊
平
成
21
年
分
の
確
定
申
告
用
紙
に
つ
い
て
は
、
２
月

上
旬
に
送
付
予
定
で
す
。

■
帳
簿
な
ど
、
収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
内
訳
の
わ
か
る

も
の

■
源
泉
徴
収
票
の
原
本
（
給
与
や
年
金
の
あ
る
場
合
）

■
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
控
除
な
ど
を
受
け
る
人
は

払
込
証
明
書

■
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
（
医
療
費
控
除
を
受
け
る

場
合
）

■
印
鑑
（
朱
肉
で
押
す
も
の
）

○
右
記
以
外
の
書
類
な
ど
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
書
類
が
不
足
し
て
い
る
と
申
告
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
岡
崎
税
務
署
（
☎
５
８
―

６
５
１
１
）
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

所
得
税
お
よ
び
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
申
告
で
分
か

ら
な
い
と
き
は
、
税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
所
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
譲
渡
・
山
林
所
得
、
贈
与
税
、
消
費
税
の
新
規

課
税
事
業
者
の
う
ち
申
告
書
の
作
成
に
長
時
間
を
要
す
る

人
、
青
色
申
告
特
別
控
除
65
万
円
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

の
う
ち
決
算
書
の
作
成
に
長
時
間
を
要
す
る
人
な
ど
は
、

当
相
談
所
で
は
相
談
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
税
務
署
の
確
定

申
告
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と　

き　

２
月
16
日(

火)

～
23
日(

火)

　
　
　
　

＊
土
・
日
曜
日
は
除
き
ま
す
。

と
こ
ろ　

幸
田
町
商
工
会

時　

間　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時

　
　
　
　

＊
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
は
休
憩

協　

力　

東
海
税
理
士
会
岡
崎
支
部

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
所

　

所
得
税
や
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の
納
税
方
法
に
振

替
納
税
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
金
融
機
関
の
預
貯

金
口
座
か
ら
自
動
引
き
落
と
し
が
で
き
る
制
度
で
す
。
こ

の
制
度
を
利
用
さ
れ
ま
す
と
、
納
税
の
た
め
の
手
続
き
が

少
な
く
な
り
、
う
っ
か
り
納
税
を
忘
れ
て
余
分
な
延
滞
税

を
支
払
う
こ
と
が
な
く
な
り
ま
す
。
便
利
で
安
全
な
口
座

振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

振
替
納
税
利
用
の
お
願
い
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申
告
期
限
間
近
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
ま

す
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
め
に
申
告
を
済
ま

せ
て
く
だ
さ
い
。
申
告
書
の
書
き
方
で
分
か

ら
な
い
点
が
あ
れ
ば
税
務
課
町
民
税
グ
ル
ー

プ
へ
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
町
県
民
税
の
申
告
を
し
て
い
た
だ

か
な
い
と
、町
県
民
税
の
課
税
だ
け
で
な
く
、

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
や
介
護
保
険
料
な
ど
の
正
確
な
判
定
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

町県民税の問合せ　税務課町民税Ｇ（内線161･162）

＊＊平成22年度町県民税の申告期間は、２月16日(火)～３月15日(月)（土・日曜日を除く）＊＊

●
町
県
民
税
の
申
告

　

平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に
住
所
を

有
す
る
人
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

は
、町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、

勤
務
先
で
年
末
調
整
を
し
た
人
や
所
得
税
の
確

定
申
告
を
す
る
人
は
、
町
県
民
税
の
申
告
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
給
与
所
得
者
で
、
給
与
以
外
に
も
所
得
が

あ
っ
た
人
、
ま
た
は
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与

を
受
け
た
人

②
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報

告
書
が
幸
田
町
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
人

③
昨
年
中
に
退
職
し
、
再
就
職
し
て
い
な
い
人

④
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者
で
、
社
会
保
険
料

控
除
や
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険
料
控

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

⑥
土
地
・
建
物
を
売
っ
た
人
で
、
確
定
申
告
の

提
出
義
務
が
な
い
人

○
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
人
で
も
、
所
得

証
明
な
ど
が
必
要
な
人
や
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。

○
町
県
民
税
申
告
の
必
要
書
類
は
、
所
得
税
の

確
定
申
告
と
同
じ
で
す
。（
確
定
申
告
に
必

要
な
も
の
参
照
）

確
定
申
告
の

　
　
　

受
付
に
つ
い
て

　

役
場
会
場
で
も
所
得
税
の
確
定
申
告
を

受
け
付
け
ま
す
が
、
対
象
と
な
る
の
は
給

与
、
雑
（
年
金
、
そ
の
他
）、
配
当
、
一

時
所
得
に
関
す
る
申
告
の
み
で
す
。
た
だ

し
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
雑
損
控

除
の
あ
る
場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。

　

な
お
、
営
業
・
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
、

不
動
産
所
得
、
土
地
や
株
式
な
ど
の
譲
渡

所
得
な
ど
が
あ
る
場
合
は
受
け
付
け
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
直
接
岡
崎
税
務
署
で
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

と　

き　

２
月
16
日
（
火
）
～
３
月
15
日
（
月
）

午
前
９
時
～
正
午　

午
後
１
時
～
４
時

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

と
こ
ろ　

役
場
４
階
ホ
ー
ル

町
県
民
税
の
申
告
受
付

　

昨
年
、
町
県
民
税
の
申
告
を
し
た
人
で
申

告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、
２
月
上
旬

に
申
告
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。
申
告
用
紙
が

届
か
な
い
人
お
よ
び
新
た
に
申
告
を
す
る
人

は
、
受
付
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
の
申
告
用
紙
は

２
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
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住
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
（
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
）
の
本
人
申
告
は
不
要
と
な
り
ま
す

　

所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
に
つ
い
て
、
平
成
21

年
か
ら
平
成
25
年
末
ま
で
に
入
居
し
た
人
が
新
た
に
対
象
者

と
な
り
ま
し
た
。そ
の
内
、所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ

た
分
が
あ
る
人
に
つ
き
ま
し
て
は
、
町
県
民
税
か
ら
も
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、適
用
を
受
け
る
た
め
の「
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」の
提
出
は
不
要
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
た
人

で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
分
が
あ
る
人
に
つ

い
て
も
、
平
成
21
年
度
ま
で
は
市
区
町
村
へ
「
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

し
た
が
、
平
成
22
年
度
か
ら
原
則
と
し
て
申
告
書
の
提
出
は

不
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
確
定
申
告
ま
た
は
年
末
調
整
で
所
得
税
の
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
の
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
必
要
書
類
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
税
務
署
ま
た
は

事
業
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
末
ま
で
、
ま
た
は
平
成
21
年
か

ら
平
成
25
年
末
ま
で
に
入
居
し
た
人
で
、
そ
の
年
分
の
年
末

調
整
・
確
定
申
告
に
よ
り
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
の
適
用
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き

れ
な
い
額
が
あ
る
人
。

問
合
せ　

税
務
課
町
民
税
Ｇ
（
内
線
１
６
１
）

町
県
民
税
の
減
免
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

左
記
の
人
に
つ
き
ま
し
て
は
、
町
県
民
税
の
減
免
制
度

が
適
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

減
免
の
種
類

【
災
害
減
免
】

　

震
災
、
風
水
害
、
落
雷
、
火
災
な
ど
に
よ
り
大
き
な
被

害
を
受
け
た
場
合

※
被
害
状
況
や
納
税
者
の
所
得
金
額
な
ど
に
よ
り
、
減

免
率
が
変
わ
り
ま
す
。

【
生
活
保
護
減
免
】

　

生
活
保
護
受
給
者
で
、
生
活
扶
助
、
住
宅
扶
助
、
教
育

扶
助
、
医
療
扶
助
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

【
死
亡
減
免
】

　

死
亡
さ
れ
た
人
の
前
年
中
の
所
得
が
５
０
０
万
円
以
下

で
、
世
帯
員
全
員
（
死
亡
し
た
納
税
義
務
者
は
除
く
）
の

町
民
税
所
得
割
額
の
合
計
額
が
12
万
円
を
超
え
な
い
場
合

【
所
得
減
少
減
免
】

　

負
傷
、
疾
病
、
倒
産
、
解
雇
な
ど
自
己
の
都
合
に
よ
ら

ず
収
入
が
減
少
す
る
人
で
、
当
該
年
分
の
見
込
ま
れ
る
所

得
金
額
が
前
年
の
２
分
の
１
以
下
に
減
少
さ
れ
る
と
見
込

ま
れ
る
人

　

見
込
み
額
は
９
月
１
日
現
在
で
判
断
し
ま
す
。

※
前
年
の
所
得
額
な
ど
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ

　

税
務
課
町
民
税
Ｇ
（
内
線
１
６
１
）

平
成
21
年
分
の
保
険
料
（
税
）
の
納
付
済
額
の	

『
お
知
ら
せ
』
は
が
き
の
送
付
に
つ
い
て

　

平
成
21
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
、
国
民
健

康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
納
付
済
額
を
お
知
ら
せ
す
る
は
が
き
を
平
成
22
年
１
月
中

旬
に
送
付
し
ま
し
た
。
こ
の
は
が
き
に
記
載
さ
れ
た
納
付
済

額
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
ま
た
は
町
民
税
・
県
民
税
の
申

告
を
す
る
場
合
に
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
平
成
21
年
分
所

得
よ
り
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
お
よ

び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
特
別
徴
収
分
の
納
付
済
額
も

あ
わ
せ
て
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
特
別
徴
収
分
は
、
日

本
年
金
機
構
な
ど
か
ら
送
付
さ
れ
る
『
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
』
の
社
会
保
険
料
の
内
訳
で
す
。
確
定
申
告
な
ど
の

際
は
、
重
複
し
て
控
除
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
申
告
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ

国
民
健
康
保
険
税

　

住
民
課
国
保
年
金
Ｇ
（
内
線
１
３
４
）

　

税
務
課
収
納
Ｇ
（
内
線
１
６
５
）

介
護
保
険
料

　

福
祉
課
介
護
保
険
Ｇ
（
内
線
１
５
５
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　

　

住
民
課
医
療
Ｇ
（
内
線
１
３
７
）

確
定
申
告
ま
た
は
町
民
税
・
県
民
税
の
申
告　

　

税
務
課
町
民
税
Ｇ
（
内
線
１
６
１
）
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